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桑島小学校防災計画 

 
 

 



 

 

  ＜地震・津波ハザードマップ＞ 津波浸水想定 

 地震・津波の一次避難場所（桑島小学校北校舎3F）二次避難場所（ 高山 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜水防砂防情報マップ＞ 洪水浸水想定区域（想定最大規模）・土砂災害警戒区域 

 洪水・水害等の一次避難場所（桑島小学校南校舎２階 ）二次避難場所（桑島地区コミュニティセンター ） 

 土砂災害等の一次避難場所（桑島小学校南校舎２階 ）二次避難場所（北校舎３階 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜水防砂防情報マップ＞ 高潮浸水想定区域（想定最大規模） 

 高潮の一次避難場所（ 桑島小学校北校舎３階  ）二次避難場所（              ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 地震・津波への対応 ア 地震・津波発生時の基本対応 

本項については，津波防災地域づくりに関する法律（平成 23 年 12 月 14 日法律第 123 号）第 71 条第 1 項

にて作成を義務づけられている避難確保計画に該当するものである。 

 

                      震度想定「南海トラフの巨大地震モデル検討会報告」(H24年８月) 

                      津波想定「徳島県津波浸水想定」        (H24年１０月) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１波 
最大波 

（第 波） 

48 分 0.2 
ｍ 

64 
分 

6 
ｍ 

・児童生徒等の安否確認をする。 

・負傷者の確認と応急処置をする。 

・津波は第１波が最大とは限らないので，第２波，第３波に備え避難を継続する。 

大津波警報・津波警報が解除になるまでは，避難場所で待機する。解除を確認してから， 

学校が津波により使用できない場合，指定避難場所へ移動する。 

・緊急を要する児童生徒等の病院への搬送及び保護者への連絡 

・児童生徒等の不安に対する対処   ・警察，消防，医療機関への連絡 

・情報収集：地震の規模と津波の危険性等，二次災害の危険性等の情報把握等 

・教育委員会への連絡：児童生徒等及び教職員の安否及び学校内外の被害の状況等 

・外部（マスコミ）等及び保護者等への対応（対応窓口の一本化） 

学校が使用できる場合は，学校へ移動。 

・上記に加え，校舎等の被害状況の把握及び危険箇所の立ち入り禁止等の措置 

・学校が避難所となった場合，避難所運営支援 

教職員・緊急地震速報の内容を校内放送等で教職員，児童生徒等に連絡する。 
・教室等の出入り口の確保をする。 
・使用中の火気の消火や薬品を回収するなど，危険を回避する。 
・大きな声で的確な指示「頭部の保護，机の下への避難，机の脚を持つ，その場を動かない」 

児童生徒等・頭部を保護する準備（ヘルメット，防災ずきん，座布団等）・机の下にもぐる。 

STEP 3  避難後の児童生徒等の安全確認 

STEP 2  避 難 

・即座に，一次避難場所に上履きのまま，全校避難する。 

・大きな声で的確に指示する。「押さない，走らない，しゃべらない，もどらない」 

・教職員は落ち着いて，避難誘導，負傷者搬送を行う。・担任は，児童生徒名簿等を携帯する。 

・総括班は，津波に関する情報収集が出来るようにラジオ等を持って避難する。 

・地元住民等が避難してきたときは，一緒に避難誘導する。 

・一次避難場所で危険なときは，二次避難場所へ速やかに移動する。 

津波発生 

地震発生（震度６強を想定） 
・大きな声で的確な指示「頭部の保護，机の下への避難，机の脚を
持つ，その場を動かない」 

・落下物，転倒物，ガラスの飛散等から身を守るよう指示する。 
・支援を要する児童生徒等への対応には，十分配慮する。 

・まずは安全を確保し，大きな揺れがおさまったら，すぐに避難開始 

緊 急 地 震 速 報 

STEP 1 児童生徒等の安全確保 

校内放送・ハンドマイク： 
「地震が発生しました。津波の恐れがあります。児童（生徒）の皆さんは先生の指示に従い， 
 運動場    に避難しなさい。」 

STEP 4  避難した後の学校の対応 

一次避難場所 運動場 

 二次避難場所 丸山 

 ※北校舎屋上 （津波到達２０分以内） 



 

 

 

 

 

 

 

 

イ 地震・津波が発生した場合の情報収集のための機器や方法 

機器・方法 設置場所・情報集の方法 担当者 

  テレビ   校長室・職員室  管理職・事務職員 

  ラジオ   校長室・職員室   管理職・事務職員 

  インターネット   職員室・スマートホン   管理職・事務職員 

  携帯電話   所持携帯電話   管理職・事務職員 

 

ウ 地震・津波が発生した場合の避難場所及びその判断基準 

 判断基準 避難場所と避難経路と学校災害対策本部設置場所 

Ｃ

Ａ

Ｓ

Ｅ 

 

１ 

 

 

地震発生時，津波の恐れの

ない場合 

 

 

 

 

 

 

運動場へ避難（決められた避難経路） 

学校災害対策本部は運動場または校長室（安全確認後） 

 

 

 

 

 

 

Ｃ

Ａ

Ｓ 

Ｅ 
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地震発生時，津波の恐れが

ある場合で避難時間に余裕

がある場合 

津波到達予想時刻が２０分以

上 

 

 

 

 

 

避難時間が確保できる場合は，学校裏山（丸山）頂上広場へ避難（決められた避

難経路） 

学校災害対策本部は，学校裏山（丸山）頂上広場→市役所へ移動 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ

Ａ

Ｓ 

Ｅ 

 

３ 

 

地震発生時，津波の恐れが

ある場合で避難時間に 

余裕がない場合 

津波到達予想時刻が２０分以

下 

 

 

学校北校舎屋上へ避難（決められた避難経路） 

学校災害対策本部は，北校舎屋上→市役所へ移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者へ以下の３点を連絡（電話，電子メール，学校のホームページ等） 

① 児童生徒等は全員無事，○○○へ避難し待機中 

②大津波警報・津波警報が解除になるまで，児童生徒等は待機させる。 

③解除後，下校させるので迎えにきて下さい。（危険な場合は無理をしないこと） 

STEP 5  保護者へ児童生徒の引き渡し 



 

 

 エ 地震・津波が発生した場合，持ち出さなければならない重要書類と保管場所 

品   名 保管場所 担当者 

 指導要録（学籍・指導の記録）   校長室金庫・校務支援システム  管理職・事務職員 

 学校日誌・保健日誌   職員室・校務支援システム  管理職・事務職員 

 全児童名簿（連絡先）   職員室・校務支援システム  管理職・事務職員 

 学校防災管理マニュアル   校長室  管理職・事務職員 

 救急バッグ   保健室  養護教諭 

 

オ 地震・津波が発生した場合，連絡が必要な機関について整理 

 連絡責任者（ 統括班：本部長 校長 副本部長 教頭 ） 

連  絡  先 電話 FAX E-mail 備考 

  市教育委員会  ６８６－８８０２ ６８６－８７９３   

  鳴門消防署  ６８５－２００９    

  鳴門警察署  ６８５－０１１０    

  撫養交番  ６８６－５０６０    

  谷医院  ６８６－３５６９    

  桑島児童クラブ  ６８５－００６５    

防災対策本部桑島支部  ６８５－５９６９    

  国際警備保障  ６２３－５９３１    

  徳島地方気象台  ６５６－９５４９    

  鳴門病院  ６８３－００１１    

鳴門市災害対策本部  ６８５－１３３０    

 

カ 保護者への引き渡しについて 

(ｱ)地震・津波が発生した際，児童の下校・学校待機・保護者への引き渡しの安全確認の基準 

対  応 保護者へ引き渡す際の安全確認の基準等 

保護者への引き渡し 

大災害の場合，原則，保護者に来

てもらい，引き渡す。 

安全が確認後，保護者に学校（避

難所）に来てもらい，保護者連絡班

が保護者に引き渡しカード等を活

用して引き渡す。 

○下校の判断基準 

・「津波・大津波警報」解除後 

・二次災害のない場合 

・「避難勧告・避難指示」が発令されていない場合 

・通学路の安全確認後 

・児童の帰宅先・帰宅後の状況 

・児童の家庭周辺の安全状況 

学校・避難所での待機 

 

 

・「津波・大津波警報」発令中 

・「避難勧告・避難指示」が発令中 

・下校の際の通学路や児童の帰宅先が安全ではない場合 

児童の下校 

 

大災害ではなく，下校の際の安全が十分確保されていると校長

が判断した場合 

 

 

 



 

 

(ｲ) 地震・津波が発生した際，児童を引き渡す際の保護者への連絡方法 

（電話やメールが使用できないときに，保護者が情報を得られる場所や方法も考慮） 

 判断責任者： 校長         担当者：  教頭 

連絡方法 

・手順 

  ・まちコミメールで保護者の携帯電話に一斉送信。未登録の保護者には電話連絡 

  ・学年・学級連絡網で電話連絡 

連絡が 

取れない場合

の対応 

  ・学校のホームページに掲載         ・ＮＴＴ災害用伝言ダイアル（１７１） 

  ・鳴門市役所に避難状況を掲示する 

  ・学校の玄関に避難状況を掲示する 

 

(ｳ) 児童の保護者への引き渡し方法 

 引き渡し判断決定者： 校 長          担当者： 保護者連絡班  

・児童の保護者に連絡をとり，迎えに来てもらう 

・保護者が迎えに来たときは，下校の判断基準にもとづき，安全が確保された場合は，引き渡しカード等

で記録をし，保護者に引き渡す。 

 

キ 児童が在校時以外の対応 

登

下

校

時 

・あらかじめ個々の児童が決められている登下校時の通学路における津波に対する避難場所へ避難

する。（家庭・児童・学校でどの児童がどこに避難するか情報を共有しておく） 

・支援を要する児童の対応には十分配慮。 

学

校

外

の

諸

活

動

時 

・遠足や宿泊学習等の校外学習では，見学，宿泊施設等の避難場所・避難経路の確認をし，事前指

導を行う。 

・支援を要する児童の対応には十分配慮。 

 

 

在

宅

時 

・あらかじめ，個々の児童の自宅付近における津波に対する避難場所を確認し，児童がどこに避難 

するのか保護者・学校で情報を共有しておく。 

 

 



 

 

⑩ ３ 「南海トラフ地震臨時情報」発表時の学校における対応方針 

 

学校の対応方針 

ア 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合 

・学校活動の継続と警戒対応または注意対応の準備 

 

イ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合 

・判断基準により，Ａ・Ｂのいずれかとする 

対応Ａ １週間程度の臨時休業（週休日・休日を含む） 

    （対応の詳細は対応Ａ参照） 

 

 

 

ウ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合 

対応Ｃ 注意対応をとりながら，原則として，学校活動を継続 

    （対応の詳細は対応Ｃ参照） 

 

 

エ 南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表された場合 

国からの呼びかけ（注意する措置解除）が発表された場合 

平常の学校活動を継続 

 

 

 

 



 

対応Ａ［半割れ 津波浸水または土砂災害の可能性の高い場合］ 

（注）津波災害警戒区域内では，大津波警報等に対し，児童生徒等の安全確保を最優先に対応する。 

地震発生 臨時情報の発表が学校の時間内 臨時情報の発表が学校の時間外 

緊急地震速報， 

大津波警報， 

津波警報 

等への対応 

『学校防災管理マニュアル』 

（地震・津波発生時の対応）参照 

STEP１ 児童生徒等の安全確保 

STEP２ 避難 

STEP３ 避難後の児童生徒等の安全確認 

STEP４ 避難した後の学校の対応 

STEP５ 保護者への児童生徒等の引き渡し 

『学校防災管理マニュアル』 

（地震・津波発生時の対応）参照 

STEP１ 安全な方法で関係する 

    教職員は学校へ参集 

STEP２ 教職員が参集した後の 

    学校対応 

臨時情報 

（調査中） 

 

警戒対応の準備 

基本対応の確認 

○地震関連の情報収集 

○児童生徒等の安全確保 

○教職員の状況把握 

○学校災害対策本部設置の確認 

○連絡体制の確認 

○避難体制(避難場所,避難所,備蓄)の確認 

基本対応の確認 

○関係教職員の参集 

○地震関連の情報収集 

○学校災害対策本部設置の確認 

○連絡体制の確認 

○避難体制(避難場所,避難所,備蓄) 

の確認 

臨時情報 

(巨大地震警戒) 

 

 

 

警戒対応の開始 

 臨時休業  

 

 

南海トラフ地震対策臨時職員会議の開催 

○学校の臨時休業等の判断 

○児童生徒等の安全確保・安否確認 

○保護者への引渡しと今後の対応を周知 

○児童生徒等・保護者との連絡体制の確保 

○学校からの情報発信開始 

○施設設備点検及び減災対策補強 

○県教委への対応状況報告 

○市町村・関係機関等と連携体制の確認 

○市町村から学校が避難所に指定された 

場合の対応 

関係教職員の参集・対策会議 

○学校の臨時休業等の判断 

○児童生徒等・保護者へ対応を周知 

○学校からの情報発信開始 

○施設設備点検及び減災対策補強 

○県教委への対応状況報告 

○市町村・関係機関等と連携体制の確認 

○市町村から学校が避難所に指定され

た場合の対応 

○臨時休業の期間中に，教育活動再開に向けての検討・準備 

 ・指導計画の見直しと指導体制等の検討 

 ・教育相談体制の補充 

  ・地域連携体制の確認 

 ・対応状況の記録と報告 

 

 

 

 

注意対応の開始 

 学校再開  

 

臨時の職員会議（学校再開に向けての検討） 

○地震関連の情報収集し，学校再開の検討・判断                     
○児童生徒等の状況把握，学校施設の安全確認，児童生徒等の通学路等の安全確保 

○関係機関・市町村・県教委との連携・協議 

○児童生徒等・保護者へ学校再開について連絡                       
○県教委への報告 

○注意対応の維持と地震情報の収集 

○児童生徒等の心身状態，家庭状況の把握 

○各校の状況に応じた教育活動の再開 

 

 

 

注意対応の解除 

 平常の学校活動  

○平常の学校活動の継続 

事前避難対象地域内にある学校は，臨時休業中，安全な場所への移動・避難を検討し，学校再開に備える。 

国からの呼びかけ 

（注意する措置解除） 

国からの呼びかけ 

（避難等の呼びかけ） 

国からの呼びかけ 

（避難等の解除,注意

する措置の呼びかけ） 



 

 

対応Ｂ［半割れ 津波浸水かつ土砂災害の可能性の低い場合］ 
（注）児童生徒等の安全確保を最優先に対応する。 

地震発生 臨時情報の発表が学校の時間内 臨時情報の発表が学校の時間外 

緊急地震速報， 

への対応 

『学校防災管理マニュアル』 

（地震・津波発生時の対応）参照 

STEP１ 児童生徒等の安全確保 

STEP２ 避難 

STEP３ 避難後の児童生徒等の安全確認 

STEP４ 避難した後の学校の対応 

STEP５ 保護者への児童生徒等の引き渡し 

『学校防災管理マニュアル』 

（地震・津波発生時の対応）参照 

STEP１ 安全な方法で関係する 

    教職員は学校へ参集 

STEP２ 教職員が参集した後の 

    学校対応 

臨時情報 

（調査中） 

 

警戒対応の準備 

基本対応の確認 

○地震関連の情報収集 

○児童生徒等の安全確保 

○教職員の状況把握 

○学校災害対策本部設置の確認 

○連絡体制の確認 

○避難体制(避難場所,避難所,備蓄)の確認 

基本対応の確認 

○関係教職員の参集 

○地震関連の情報収集 

○学校災害対策本部設置の確認 

○連絡体制の確認 

○避難体制(避難場所,避難所,備蓄) 

の確認 

臨時情報 

(巨大地震警戒) 

 

 

 

警戒対応の開始 

 臨時休業  

 

 

南海トラフ地震対策臨時職員会議の開催 

○学校の臨時休業等の判断 

○児童生徒等の安全確保・安否確認 

○保護者への引渡しと今後の対応を周知 

○児童生徒等・保護者との連絡体制の確保 

○学校からの情報発信開始 

○施設設備点検及び減災対策補強 

○県教委への対応状況報告 

○市町村・関係機関等と連携体制の確認 

○市町村から学校が避難所に指定された 

場合の対応 

関係教職員の参集・対策会議 

○学校の臨時休業等の判断 

○児童生徒等・保護者へ対応を周知 

○学校からの情報発信開始 

○施設設備点検及び減災対策補強 

○県教委への対応状況報告 

○市町村・関係機関等と連携体制の確認 

○市町村から学校が避難所に指定され

た場合の対応 

○臨時休業の期間中に，教育活動再開に向けての検討・準備 

 ・指導計画の見直しと指導体制等の検討 

 ・教育相談体制の補充 

  ・地域連携体制の確認 

 ・対応状況の記録と報告 

 学校再開  

警戒対応の継続 

 

 

 

 

 

 

注意対応の開始 

 

臨時の職員会議（学校再開に向けての検討） 

○地震関連の情報収集し，学校再開の検討・判断                     
○児童生徒等の状況把握，学校施設の安全確認，児童生徒等の通学路等の安全確保 

○関係機関・市町村・県教委との連携・協議 

○児童生徒等・保護者へ学校再開について連絡                       
○県教委への報告 

○注意対応の維持と地震情報の収集 

○児童生徒等の心身状態，家庭状況の把握 

○各校の状況に応じた教育活動の再開 

 

 

 

注意対応の解除 

 平常の学校活動  

○平常の学校活動の継続 

 

国からの呼びかけ 

（注意する措置解除） 

国からの呼びかけ 

（避難等の呼びかけ） 

国からの呼びかけ 

（避難等の解除,注意

する措置の呼びかけ） 



 

対応Ｃ［一部割れ，ゆっくりすべり の場合］ 
（注）児童生徒等の安全確保を最優先に対応する。 

地震発生 臨時情報の発表が学校の時間内 臨時情報の発表が学校の時間外 

臨時情報 

（調査中） 

 

警戒対応の準備 

基本対応の確認 

○地震関連の情報収集 

○児童生徒等の安全確保 

○教職員の状況把握 

○学校災害対策本部設置の確認 

○連絡体制の確認 

○避難体制(避難場所,避難所,備蓄)の確認 

基本対応の確認 

○関係教職員の参集 

○地震関連の情報収集 

○学校災害対策本部設置の確認 

○連絡体制の確認 

○避難体制(避難場所,避難所,備蓄) 

の確認 

臨時情報 

(巨大地震注意) 

 

 

 

 

注意対応の開始 

学校活動の継続 

 

 

南海トラフ地震対策臨時職員会議の開催 

○学校の臨時休業等の判断 

○児童生徒等の安全確保・安否確認 

○保護者への引渡しと今後の対応を周知 

○児童生徒等・保護者との連絡体制の確保 

○学校からの情報発信開始 

○施設設備点検及び減災対策補強 

○県教委への対応状況報告 

○市町村・関係機関等と連携体制の確認 

○市町村から学校が避難所に指定された 

場合の対応 

関係教職員の参集・対策会議 

○学校の臨時休業等の判断 

○児童生徒等・保護者へ対応を周知 

○学校からの情報発信開始 

○施設設備点検及び減災対策補強 

○県教委への対応状況報告 

○市町村・関係機関等と連携体制の確認 

○市町村から学校が避難所に指定され

た場合の対応 

○注意対応をとりながら，学校活動を継続 

 

 

 

注意対応の解除 

 平常の学校活動  

○平常の学校活動の継続 

 

 

 

国からの呼びかけ 

（注意する措置解除） 

国からの呼びかけ 

（注意する措置の 

 呼びかけ） 



 

 

⑪ 火災への対応 ア 火災発生時の基本対応（詳細は学校防災管理マニュアル参照） 

あるいは，担当者ごとのアクションカードを作成するのも，よいでしょう。 
 

 

 

 
     総括，安否確認・避難誘導班           安全点検・消火班，現場近くの教職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 4 避難した後の学校の対応 

STEP 1 初期対応（安全確認と連絡） 

STEP 2 避       難 

STEP 5 児童生徒等の下校について 

・出火場所と状況の確認 

・児童生徒等の安全確認 

・消防署（１１９）への連絡 

・避難経路の安全確認 

・全校避難指示（校内放送及びﾊﾝﾄﾞﾏｲｸ等） 

・児童生徒等への的確な指示 

「押さない，走らない，しゃべらない， もどらない」 

・支援を要する児童生徒等への配慮，負傷者

搬送など 

・生徒名簿等の携帯 

・人員の確認と安否確認 

・負傷者の確認と応急処置 

・緊急を要する児童生徒等の病院への搬送及び保護者への連絡 

・生徒等不安に対する対処，安全確保 

・校舎等の被害状況の把握，情報収集 

・警察，医療機関等への連絡 

・教育委員会への状況報告：被害状況，状況に応じて臨時休校措置 

・外部（マスコミ）等及び保護者等への対応（対応窓口の一本化） 

初期対応（初期消火） 

・火災発生現場近くにいる教職員は，消

火器，バケツ等で集中的に初期消火に

あたる。 

・負傷者を火災現場から搬出し，応急救

護する。 

 

STEP 3  避難後の児童生徒等の安全確認 

初期消火限界の判断・避難 

消防隊到着 

・火災現場への案内・誘導 

・消防隊の指揮本部へ情報提供 

・学校火災発生の際，児童生徒等の避難を完了し安全を確保したら，下校について安全状況を

慎重に確認し，校長が判断する。 

（ 授業再開する ・ 学校に待機させる ・ 各自下校させる ・ 保護者へ引き渡す ） 

消防隊への引き継ぎ 

火 災 発 生 

（学校災害対策本部始動） 

一次避難場所 運動場東フェンス 



 



 

イ 火災が発生した場合の情報収集のための機器や方法 

 

機器・方法 設置場所・情報収集の方法 担当者 

電話（携帯電話） 職員室：学年・連絡網で避難状況を知らせる。 管理職・事務主任主事 

インターネット 職員室：まちコミメールで家庭に一斉送信。 管理職・事務主任主事 

 

ウ 校内防火機器等配置図及び校内避難経路図（避難場所及びその判断基準） 

 

 

校 

内 

防 

火 

機 

器 

等 

配 

置 

図 

及 

び 

校 

内 

避 

難 

経 

図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 判断基準 避難場所と避難経路と学校災害対策本部設置場所 

Ｃ 

Ａ 

Ｓ 

Ｅ 

１ 

・校長室・職員室が被災，

または被災のおそれがな

い場合 

 

 

 

避難場所：運動場 

避難経路：あらかじめ決められた経路を基本とし，出火場

所を避ける経路を選択し，教職員が誘導する。 

災害対策本部：校長室 

 

Ｃ 

Ａ 

Ｓ 

Ｅ 

２ 

・校長室・職員室が被災

または被災のおそれがあ

る場合 

 

 

 

避難場所：運動場 

避難経路：あらかじめ決められた経路を基本とし，出火場

所を避ける経路を選択し，教職員が誘導する。 

災害対策本部：運動場 

 

 

エ 火災が発生した場合、持ち出さなければならない重要書類と保管場所 

品名 保管場所 担当者 

指導要録（学籍・指導の記録） 校長室金庫 管理職・事務職員 

学校日誌・保健日誌 職員室 管理職・事務職員 

全児童名簿 職員室 管理職・事務職員 

救急バッグ 保健室 養護教諭 

学校防災管理マニュアル 校長室 管理職・事務職員 

 



 

 

  オ 火災が発生した場合，連絡が必要な機関。 

連絡先名 連絡先電話番号等 連絡先名 連絡先電話番号等 

市教育委員会 

鳴門消防署 

国際警備保障 

鳴門病院 

６８６－８８０２ 

６８５－２００９ 

６２３－５９３１ 

６８３－００１１ 

谷医院 

児童クラブ 

 

 

６８６－３５６９ 

６８５－００６５ 

 

 

 

 

カ 火災が発生した場合の児童の下校の判断基準 

(ｱ) 火災が発生した際，児童の下校・学校待機・保護者への引き渡しの安全確認の基準 

対  応   保護者へ引き渡す際の安全確認の基準等  

 

 

 

 

 

 

 

・児童連絡網やメールで保護者に下校する 

ことを知らせ，児童を下校させる。 

 

・火災の規模が大きく，授業続行が不可能な場合 

・通学路の安全が確認され，児童が落ち着いた状況で 

ある。 

・児童や通学路の状況が通常に戻るまで児 

童を待機させた後，下校させる。保護者

が迎えに来た場合は，引き渡しカード等

を利用し，確実に引き渡す。 

・児童の状態が不安定であったり，通学路の安全に問 

題があったりする場合 

 

 

 (ｲ) 火災が発生した際，児童の状況等に関する情報の保護者への連絡方法 

 判断責任者氏名：校長          担当者氏名：保護者連絡班   

連絡方法・手順 

 

・まちコミメールで保護者の携帯電話に一斉送信。未登録の保護者には電話連絡 

・学年・学級連絡網で電話連絡 

 

連絡が取れな

い場合の対応 

・学校のホームページに掲載  ・ＮＴＴ災害用伝言ダイアル（１７１） 

・鳴門市役所に避難状況を掲示する。 

・学校の玄関に避難状況を掲示する。 

 

 

   (ｳ) 児童の保護者への引き渡し方法 

・児童の保護者に連絡をとり，迎えに来てもらう。 

・保護者が迎えに来たときは，下校の判断基準にもとづき，安全が確保された場合は，引き渡しカ 

ード等で記録をし，保護者に引き渡す。 

 

  キ 児童が在校時以外の対応 

学校外の活動時 

・遠足や修学旅行などの校外学習を実施する場合には，見学・利用施設における避難経路や避難場 

所を管理責任者に確認しておき，児童に事前指導しておく。実際に被災した場合には，教職員や

施設管理者の指示に従って避難する。引率者は児童連絡網を携行し，災害発生時には連絡をとれ

るようにしておく。 

・支援を要する児童等への対応には，十分配慮する。 

休日・夜間等 

・学校長の判断により，職員の連絡網で教職員が参集する。 

・休日に児童の活動等（金管練習等）で児童が学校にいる場合には，指導の教職員が児童の安全確

保，避難，避難後の安全確保に努める。 

 

 

 



 

   風水害 編 

 本項の土砂災害発生時についての内容は，土砂災害防止防止法第８条に２にて作成を義務づけられてい

る避難確保計画に該当するものである。 

 ア 風水害発生時の基本対応及びその流れ（児童が在校時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風水害等の発生のおそれ（注意報発令） 

・授業を継続すれば，児童等の下校が不可能になると判断される状況が生じた場合，通学

路の安全確認及び交通機関の運行状況をもとに，校長が判断する。 
（・児童等を下校させる。  ・児童等を学校に待機させる。） 

重大な風水害等の発生の恐れ（警報発令） 鳴門市長が避

難勧告等を発

令 
STEP1 児童生徒等の下校の判断 

・暴風警報が発令された場合，その他の警報が発令され授業を継続すれば，

児童等の下校が不可能になると判断される状況が生じた場合，通学路の安

全確認及び交通機関の運行状況をもとに，校長が判断する。 

鳴門市より避難

所の開設依頼の

連絡 

記録的短時間大雨情報 

以下の場合は原則、学校に待機させ、児童等は保護者等へ

の引き渡しとする。○記録的短時間大雨情報や土砂災害警

戒情報が発表された時 ○避難勧告や避難指示が出た地域 

○通学路の安全確認ができない時 
鳴門市職員が学

校に参集 

土砂災害警戒情報 一次避難場所：学校の教室又は体育館      

STEP 2 洪水・土砂災害等が発生した後の学校の対応 

鳴門市より避難所開設の依頼があったとき避難所の開設支援 

避難所の開設 

＜校内の安全管理＞ 

・校舎等の被害状況の把握及び危険箇所の立ち入り禁止等の措置を行う。 

・情報収集：台風の規模と今後の動き，洪水，高潮，土砂災害などの二次災害の危険性の情報を把握する。 

・教育委員会への連絡：学校内外の被害の状況，臨時休校措置の報告，指導事項の確認等 

・外部（マスコミ）等及び保護者への対応（対応窓口を一本化：端村校長または三原教頭） 

＜避難所開設の支援＞ 

・洪水，土砂災害等の発生，あるいは危険性のため避難勧告等が発令され，市町村より避難所の開設依頼

があったときは，避難所運営にあたる。 

 

STEP 3 児童生徒等の下校について 

 

・洪水，土砂災害等で帰宅することが出来ない児童等を学校内で待機させている場合の対応

については、通学路の安全及び交通機関の運行状況について慎重に確認した上で校長が判断

する。 
 （学校で継続して待機させる  ・ 各自下校させる ・ 保護者へ引き渡す） 



 

   (ｲ) 洪水・土砂災害等が発生した場合に児童の対応に関する情報を保護者へ連絡する方法 

 連絡決定責任者氏名：校長          担当者氏名：  教頭 

連絡方法 

・手順 

  ・まちコミメールで保護者の携帯電話に一斉送信。未登録の保護者には電話連絡 

  ・学年・学級連絡網で電話連絡 

連絡が取 

れない場 

合の対応 

  ・学校のホームページに掲載 

  ・鳴門市役所に避難状況を掲示する。   ・ＮＴＴ災害用伝言ダイアル（１７１） 

  ・学校の玄関に避難状況を掲示する。 

 

   (ｳ) 児童の保護者への引き渡し方法。 

・児童の保護者に連絡をとり，迎えに来てもらう。 

・保護者が迎えに来たときは，下校の判断基準にもとづき，安全が確保された場合は，引き渡しカ 

ード等で記録をし，保護者に引き渡す。 

 

 キ 児童が在校時以外の対応 

登 

校 

前 

 

・午前７時の段階で暴風警報が発令中の場合は臨時休業 

・暴風警報は出ていないが，大雨・洪水警報が発令されている場合等は，学校や地域の状況に 

応じて校長が判断する。 

 

下

校

後 

 

・職員は非常災害時（暴風警報発令時）の当番表による日直・宿直対置体制をとる。 

 

 

 

夜

間 

休

日 

・職員は非常災害時（暴風警報発令時）の当番表による日直・宿直対置体制をとる。 



 

キ 河川はん濫時の対応（基本対応及びその流れ）  

本項については，水防法第 15 条の 3 にて作成を義務づけられている避難確保計画に該当 するものであ

る。 

 

 

 

 

※ 池田ダムの放流量（毎秒1万トンを超える放流）に注意する。 

 

 

 

管理職 

 

・授業を継続すれば，児童生徒等の下校が不可能になる状況と判断される場合

通学路の安全確認及び交通機関の運行状況をもとに，校長が判断する。 

（ 児童生徒等を下校させる ・ 児童生徒等を学校に待機させる ） 

教職員 ・第１非常体制をとる。 

・総括は，テレビ，ラジオ，インターネット（気象庁レーダーナウキャスト，

川の防災情報）等で最新の情報を収集する。 

 

 

 

 

 

※ 池田ダムの放流量（毎秒1万トンを超える放流）に注意する。 

 

 

 

 

管理職 ・避難経路の安全確認をしながら，避難を開始する。 

・避難経路の安全確認ができない場合や校内を避難場所としている場合， 

児童生徒等を校舎内の高所へ避難させる。 

・避難した場合は，市教育委員会へ連絡する。 

教職員 ・対策本部は，各業務分担に応じて対応する。 

 

   ※ 吉野川については，吉野川左岸の越水・破堤から本市の浸水までに時間があるた

め，警戒体制の段階では避難を開始せず，非常体制になった段階で避難を行う。 

 

 

 

   ※ 池田ダムの放流量（毎秒1万トンを超える放流）に注意する。 

 

 

３ 非常体制 
【吉野川】 鳴門市より避難指示（緊急）が発令された場合 

STEP ２ 児童生徒等の避難の判断 

STEP ３ 避難後の安全確保 

 

避難場所 学校の教室または体育館 

１ 注意体制 

   【吉野川】 吉野川はん濫注意情報（洪水注意報）が発表されている場合 

２ 警戒体制 

【吉野川】 吉野川はん濫警戒情報（洪水警報）が発表されている場合 

STEP １ 児童生徒等の下校の判断 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理職 ・河川のはん濫等で帰宅することができない児童生徒等を学校内で待機さ

せている場合や避難場所に避難した場あの対応については，洪水が収ま

り，各種警報等も解除され，通学路及び避難経路の安全及び交通機関の

運行状況について慎重に確認した上で，校長が判断する。 

（ 学校，避難場所で継続して待機させる ・保護者へ引き渡す ） 

 

■情報収集 

収集する情報 収集方法 

 

 

・気象情報 

 

 

テレビ，ラジオ，電話 

インターネット 

・徳島気象台ホームページ    http://www.jma-net.go.jp/tokushima/ 

・気象庁レーダーナウキャスト  http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/ 

 

 

 

 

・水位到達情報 

・洪水予報 

 

 

 

 

 

インターネット 

・国土交通省「川の防災情報」（国管理河川＝吉野川，旧吉野川） 

     http://www.river.go.jp/ 

・徳島県県土防災情報管理システム（県管理河川＝新池川） 

http://www1.road.pref.tokushima.jp/ 

・気象庁 指定河川洪水予報（吉野川の洪水予報） 

http://www.jma.go.jp/jp/flood/ 

 

教職員 ・児童生徒等の安全確認 

・地域住民が避難してきた際の誘導 

教職員 ・鳴門市より避難所開設の依頼があったときは，避難所の開設支援に
あたる。 

STEP ５ 保護者への児童生徒等の引き渡しについて 

〈校内の安全管理〉 

・校舎等の被害状況等の把握及び危険箇所の立ち入り禁止等の措置を行う。 

・情報収集：河川の情報収集，雨雲の規模と今後の動き，洪水，高潮，土砂災害等の二次災害の危

険性の情報を把握する。 

・教育委員会への連絡：学校内外の被害の状況，臨時休校措置の報告，指導事項の確認等 

・外部との対応：保護者等やマスコミからの問い合わせに対する対応窓口を一本化して対応する。 

〈避難所開設の支援〉 

・河川のはん濫，あるいは危険性のため避難勧告等が発令され，鳴門市より避難所の開設依頼があ

ったときは，避難所運営支援にあたる。 

 

STEP ４ 避難後の学校の対応 
避難所の開設 



 

 

 

 

すだちくんメール 

 

・河川洪水浸水区

域，浸水深 

 

 

 

インターネット 

・国交省徳島河川国道事務所 

  吉野川水系吉野川，旧吉野川・今切川洪水浸水想定区域図 

http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima/bousai/sinsui/top_index.html 

 

・避難準備・高齢

者等避難開始 

・避難勧告 

・避難指示 

 

市公式ウェブサイト，市公式ツイッター，鳴門市しらせ隊，防災無線 

テレビ鳴門データ放送，広報車両 など 

 

 

 

■安全に避難するための備え 

項 目 準 備 物 

 

情報収集・伝達 

 

 

ラジオ，タブレット，携帯電話，拡声器 

 

 

避難誘導 

 

 

 

 

名簿，携帯電話，懐中電灯，拡声器 

一時避難のための食糧・水・防寒着・雨具 

 

 

 

ク 注意報・警報等が発表された・洪水等が発生した場合の対応・避難場所及びその判断基準 

 判断基準 避難場所・避難経路・判断基準等 

 

 

１

注

意

体

制 

  

◯吉野川 はん濫注意情報（洪水注意報） 

    ↓ 

○状況に応じて児童生徒等を下校させる。 

○児童生徒等を学校に待機させる。  

 

 

児童生徒等を下校させる場合の判断基準 

・授業を継続すれば，児童生徒等の下校が不可

能になる状況と判断される場合 

・児童生徒等の状態が落ち着いている。 

・通学路の安全が確保されている。 

・公共交通機関が支障なく運行している。 

 

 

 

 

 

２

警

戒

体

制 

 

 

◯吉野川 はん濫警戒情報（洪水警報） 

       ↓ 

○避難させる。 

○避難経路の安全確認ができない場合や校内を避

難場所としている場合，児童生徒等を校舎内の高

所へ避難させる。 

◯吉野川については，原則この段階では避難を開始

せず，非常体制になった段階で避難を行う。 

 

児童生徒等を避難させる場合の判断基準 

・児童生徒等の状態が落ち着いている。 

・避難経路の安全が確保されている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

３

非

常

体

制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯吉野川 避難指示（緊急）発令 

   ↓ 

○避難場所での安全確保 

 

 

避難場所への避難（校舎内避難の場合の記入

例）  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 避難場所の割り振り 

３避難場所の割り振り 

北校舎２Ｆ 4-1:４年，5-1:５年，6-1:６年 

       

南校舎２Ｆ 1-1:１年，2-1:２年，3-1:３年 

１ 避難場所  北・南校舎２Ｆの指定教室 

２ 避難経路 

 

 （別紙添付） 



 

 

 

エラー! リンクが正しくありません。 

 

 
 

         

          
          
          
          
          
          
          

          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  

 

       
          
          
          
          
          
          
          
          



 

 

 

◎不審者侵入防止の３段階のチェックリスト 

段階  

A 校門 校門（正門）は常時閉めて，施錠しておく 

B 校門から校舎へ

の入り口 

防犯カメラの設置 

来訪者の校舎入口・受付への案内・誘導・指示 

通行場所の指定 

C 校舎への入り口 インターフォンの活用 

入口・受付の指定・明示 

受付での来訪者の確認 

来訪者名簿への氏名の記入 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

⑬ 学校避難所運営支援計画について  （基本対応） 

（２）避難所運営支援の流れと基本対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前協議に沿って学校災害対策本部（避難所支援班）・自主防災

組織等からなる応急的な避難所運営組織を設置する。 

①体育館・校舎等の安全確認，使用可能か判断 

建物の安全確認は原則，「応急危険度判定士」の診断が必要。緊急の場合，

教職員又は避難者で，チェックシート（資料）を活用し，安全確認 

②ライフライン・トイレ・情報通信の状況確認 

③居住箇所，共有箇所，学校占有箇所の確認 

④避難者居住スペース等の確保 

市町村災害対策本部職員に協力し，避難所運営本部を設置する。 

①避難所開設の報告 

②避難者に今後の進め方等を説明し，冷静な対応を呼びかける。 

③元気な住民には積極的に協力を求める。 

STEP 1 児童生徒等の安全確保 

STEP 2 避        難 

STEP 3 避難後の児童生徒等の安全確認 

STEP 4 避難した後の学校の対 応  

（STEP 5 児童生徒等の引き渡し） 

①避難所運営会議を開催し，状況把握と運営方針を決定する。（議

事録の作成） 

②被災状況，各支援班の活動，不足物資の状況を把握する。 

③市町村災害対策本部等と連絡を密にする。 

④避難者に対して避難所での生活ルールを説明する。 

 発災後１日目      避難所の開設 

①ライフラインの状況把握 

②自家発電機器，燃料，食料・毛布等が確保されているか確認する。 

③必要な医薬品・衛生物資の調査 

④校舎の水洗トイレ状況把握（使用不可の掲示・対応） 

⑤し尿の対応（回収・消毒・衛生管理） 

⑥救援物資のリストアップ 

⑦市町村災害対策本部等へ救援物資の配給を依頼する。 

イ 避難者の受入 

ア 避難所開設の
報告 

ウ 避難所運営会
議の開催 

エ 物資の確保 

災
害
発
生
後 

 

避
難
所
の
開
設 

発
災
後 

１
日
目 

 

地域住民等が

自主的に避難 

市町村から依頼によ

り避難所の開設 

地域住民等が避難 

市町村災害対策本部か

ら職員派遣 

甚 大 な 災 害 （予兆・発生） 

①受付を設置する。 

②避難者を受付へ誘導し，名簿等を記入・集計する。 

③避難者名簿から避難者一覧表を作成する。 

④負傷者・要配慮者（高齢者，障がい者，乳幼児，妊産婦，傷病者，

外国人等）への対応・配慮をする。 

⑤居住グループを編成し避難者を誘導する。 

⑥設備，備蓄品を確認する。 

⑦随時，市町村災害対策本部等と連絡・相談する。 

・ 児童生徒引き渡し 

・ 未引取り者対応 

・ 教職員の安否確認 

・ 施設設備の被害状

況把握 

・ 教育委員会報告 

・ 教職員の参集

体制確認 

・ 避難児童生徒

の状況確認 

教職員の誘導 

安全確認 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発災後４～７日目   本格的な避難所運営組織へ移行 

①救援物資の保管・配布場所を確認（受入準備）する。 

②救援物資の到着時には，受取りを避難者の協力者と行う。 

③食料・物資の仕分け・分配（事前のルールに従って実施） 

④負傷者・要配慮者への配慮 

①市町村対策本部等と被害状況，安否確認，救援物資等について情

報収集と提供を行う。 

②運営本部から避難者に情報提供する。 

③避難所内・周辺地域の防犯巡視（必要に応じて） 

④避難所の治安維持（子供・女性・高齢者への配慮） 

オ 物資の受入・ 
配給 

カ 情報の収集と
提供・避難所の
警備 

 発災後２～３日目   運営体制の整備 

・避難所内の児童生徒等の心のケア 

・避難者への対応(避難者の入退所の把握) 

・避難所運営組織の拡大（居住者に各活動班へ協力依頼) 

・避難所運営会議の開催（①～⑤は議題例） 

①避難所生活ルールと衛生・治安・防犯対策について 

    ※避難者の各居住班から会議に参加 

  ②施設の安全確保等について（危険箇所への対応，施設利用スペ

ースの確保） 

  ③居住スペースの見通し，ゴミ等衛生面の注意喚起について     

  ④安否・支援サービス等の情報について（掲示板の設置） 

 ⑤市町村災害対策本部等からの指示について 

①必要な作業内容を把握・整理する。（ボランティアセンターに要請） 

②受付を設置し，ボランティアの希望・技能を考慮して配置する。  

③ボランティア名簿を作成し，参集・退去等を管理する。 

④資材置き場，休憩場所等を設置する。 

⑤進捗状況からボランティアセンターと派遣人数を協議する。 

・教職員，市町村職員主導による応急的な避難所運営組織から，市

町村職員・避難者自治組織を中心とした「避難所運営本部」によ

る運営に移行する。 

・教職員は，各支援班の業務を各活動班に引継ぎ，サポート役とし

て段階的に人員縮小する。（学校再開班に配置） 

・避難所運営会議は，避難者を中心とした構成に移行する。 

・避難所運営本部を通して今後の学校再開に協力を求める。 

・避難所の整理統合の状況に応じて支援体制を検討する。 

ク ボランティア
対応 

発
災
後 

１
日
目 

 

発
災
後 

２
～
３
日
目 

 

発
災
後 

４
～
７
日
目 

安定期～撤収期   速やかに教育活動の再開に向けて準備活動を行う 

キ 避難所運営の 
支援 

・ 児童生徒の安

否確認 

・ 学校再開準備

班の設置 

ケ 運営主体を避
難所運営本部
へ移行 

・ 応急教育Ⅰの

実施 

・ 児童生徒の被

害調査 



 

 

 

２ 応急的な避難所運営支援体制 

 

※ 「鳴門市避難所運営マニュアル」に基づいた支援体制になっています。 

 

（１）避難所運営委員会の組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【避難所運営における学校の役割】 

○ 教職員は上記組織の立ち上げを支援するとともに，運営会議に参加し，そこでの協

議事項をもとに避難所運営支援を行う。 

○ 組織の運営体制の整備状況により，避難者自治組織による運営に移行する。それに

伴い，教育活動の再開に向けて準備活動を行う。 

※ 運営会議は定期的に開催し，避難状況や活動状況の情報共有，課題点等について話し

合う。（詳細は「鳴門市避難所運営マニュアル」参照） 



 

 

 

 学校施設の使用方法 

（１）校舎での避難者居住場所 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難者居住場所 

 

人  数 

 

学校占有場所 

 

理  由 

 

体育館 

 

１６７人 

 

校長室 

 

避難所本部 

 

ゆめ1（北２階） 

 

１５人（要配慮者用） 

 

職員室 

 

避難所運営事務 

 

たんぽぽ１（南２階

） 

 

１５人（要配慮者用） 

 

理科室 

 

薬品管理 

 

ゆめ２・ひまわり（

南２階） 

１５人（要配慮者用） 

 

コンピュータ室 

 

機器管理 

 

音楽室（北３階） 

 

１５人 

 

各普通教室 

 

応急教育実施 

 

外国語活動室（北３階

） 

１５人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例）校舎地図（青 居住場所 ／ 赤 学校占有場所 ／ 緑 共有スペース） 

※別紙添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

２ 平常時にしておくこと 

□  早期に教育活動を再開するために，学校が被災した場合を想定し，重要書類やデータ，児童名簿等

を被害にあわないところに保存しておく。 

□  学校が避難所になった場合を想定し（津波浸水以外），避難所として開放できる区域と学校管理あ

るいは教育再開に向けて確保する区域を，あらかじめ決めておく。 

□ 被災の状況に応じた行程を確認しておくとともに，再開までの目標日数をあらかじめ設定しておく。 

３ 学校再開準備班の設置 

(1)目 的 

 避難所支援等と並行して，教育活動の再開に関する調査や準備を開始し，「本格的な運営体制」に移行

した後の学校再開業務を円滑に行う。 

(2)構 成 

 学校長を統括とした教職員中心とする。情報の収集・伝達，避難者との連携のために保護者や地域住民

を協力者とするのも有効。被害の規模・程度に応じて，総務班・情報広報班・施設管理班等と連携しなが

ら，準備班の人員を確保し，徐々 に拡充する。ボランティア，NPOとも協力。 

 

総括(校長)  班長  副班長    

                       ※避難所運営支援計画の人員と重複しても可 

４ 応急教育 

(1)応急教育Ⅰ 

 児童生徒等の心身の健康状態を把握した後，できるだけ早期に実施するものとし，青空教室・心のケ

ア等さまざまな内容・実施形態が考えられる。児童生徒等の心身の健康状態を回復・維持するためには，平常

時の日常生活を取り戻すことが大切であり，低年齢・低学年の児童生徒等ほど早期に実施することが望ましい。 

○  目的：児童生徒のストレス軽減と心の安らぎを与えること 

○ 担当：教職員，支援団体・NPO，教員OB防災ボランティア等の地域ボランティア 

○  内容：ゲーム，遊び，運動，お話等 

     例：折り紙教室，昔遊び教室，読み聞かせ，カルタ取り，ドッジボール大会等 

○  場所：被害状況により，教育委員会等と相談し，野外・近隣公共施設・民間施設等も可 

○  参加児童生徒等： 時間帯や構成の工夫によって，校区内外，学年組に関わらず参加できる児童生徒

に対応する。 

 

 

 



 

 

 

(2)応急教育Ⅱ 

 応急的に行う授業であり，教育環境の復旧と共に，学級の再開，短縮授業，午前・午後の二部授

業，仮校舎や特別教室の利用など学校の実情に応じた授業を実施し，平常時の教育活動の再開に

繋いでいくもの。基本的に「学校」で行うが，学校が使用できない場合があるため，学校の被害

を想定し，応急教育Ⅱの実施場所及び形態を具体的に考えておく。 

 

 状況等     場所及び応急教育Ⅱの形態   

第１

予定

場所 

 

 

 

 

条件 

・施設の被害が軽微な場合 

・児童生徒の７割以上が登校 

 

 

 

 

場所：校舎を使用して応急教育Ⅱを実施する。 

 

形態：平常のクラスにて，40分の短縮授業を実施する。 

 

 

 

 

第２

予定

場所 

 

 

 

 

条件 

・施設の被害が相当に甚大な場

 合 

・児童生徒の５～７割以上が登

 校 

 

 

場所：校舎を使用して応急教育Ⅱを実施する。 

 

形態：午前・午後の二部授業を実施する 

 

 

 

 

第３

予定

場所 

 

 

 

 

条件 

・施設の使用が全面的に不可能

な場合 

・児童生徒の５～７割以上が登

 校 

 

 

２カ所に分散して実施する。 

場所：桑島地区コミュニティセンター 

連絡先： 

形態：１，２，３年生の短縮授業を実施する。 

場所：鳴門市立図書館 

連絡先：０８８－６８６－４５４８ 

形態：４，５，６年生の平常授業を実施する。 

５ 学校教育活動の再開のために，必要な物資を揃えるための連絡先 

物資名 連  絡  先 電話番号 

備品  学校用品協会 ０８８－６７９－１３５８ 

教材  井上書房 ０８８－６７２－１１３３ 

教科書  浜口書店  ０８８－６８９－１３５８ 

    

   

 鳴門市教育委員会 学校教育課 ０８８－６８６－８８０２ 

                                                     

 


